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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年５月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 令和４年１０月２日 ０９時３４分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山下津港下津区西方沖 

 下津沖ノ島灯台から真方位２７８°５.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０７.６′ 東経１３４°５８.０′） 

事故の概要  貨物船EASTERN
イ ー ス タ ン

 HOPE
ホ ー プ

は、北東進中、また、漁船金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸は、えい
．．

網

しながら北進中、EASTERN HOPE と金比羅丸がえい
．．

網していた漁具とが

衝突した。 

金比羅丸は、甲板員１人が負傷し、転覆して主機及び航海計器等の

濡損等を生じ、また、EASTERN HOPE は、船首部外板に擦過傷を生じ

た。 

事故調査の経過  令和４年１０月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 EASTERN HOPE（マーシャル諸島共和国籍）、１７,０１９

トン 

   ９７００８４７（ＩＭＯ番号）、TRT EASTERN SHIPPING S.A.、

AZUMA KISEN KABUSHIKI KAISHA CO.LTD.、美須賀海運株式会社

（船舶管理会社） 

１６９.３７ｍ×２７.２０ｍ×１３.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５,８５０kＷ、２０１４年８月８日 

Ｂ 漁船 金比羅丸、１３.４２トン 

   ＷＫ２－３１０３（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９４ｍ（Lr）×３.６０ｍ×１.１４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５４

年３月３０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） ６８歳 

締約国資格受有者承認証 船長（マーシャル諸島共和国発給） 

  交付年月日 ２０２２年４月２５日 

  （２０２６年９月６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ８１歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 
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    免許登録日 昭和５５年２月２７日 

免許証交付日 平成３０年１月２２日 

           （令和５年３月２１日まで有効） 

  甲板員Ｂ ５３歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１５年２月１７日 

免許証交付日 平成３０年１月２２日 

           （令和５年２月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 主機、航海計器等の濡損及び漁具の引き綱に切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１９人（全員フィリピン共和国籍）が乗り組

み、塩２５,０００ｔを積載し、令和４年１０月１日１４時５４分ご

ろ和歌山下津港に向け宮崎県細島港を出港した。 

Ａ船は、レーダー２台、ＧＰＳプロッター及び電子海図情報表示装

置（ＥＣＤＩＳ）を起動し、航海士（以下「航海士Ａ」という。）及

び甲板手が船橋当直に就いて四国南東岸で針路を０４７°（真方位、

以下同じ。）に定め、約１１.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で、自動操舵により航行した。 

船長Ａは、２日０７時５０分ごろ昇橋して操船指揮を執り、航海士

Ａにレーダーの監視及び双眼鏡を用いた見張りに当たらせ、０８時 

１０分ごろ甲板手を操舵に就けて自動操舵から手動操舵に切り替えた

後、針路を３５８°として紀伊水道を北進し、０８時３０分ごろ入港

（錨泊）スタンバイの１時間前を甲板部及び機関部に連絡させた。 

船長Ａは、機関テレグラフの前で、ノースアップで６Ｍ表示として

オフセンターにより北方９Ｍを表示させたレーダー及び双眼鏡を用い

て周辺海域の確認を行い、船首楼の配置に就いた一等航海士及び甲板

長に錨泊準備を指示し、０９時１０分ごろ右舷船首方に２.２～２.４

kn のほぼ同一速力で北進する約４０隻の小型船群（以下「本件小型船

群」という。）を認めた。 

船長Ａは、‘本件小型船群のほぼ中央部付近に南西から北東の方向

に小型船の船間距離が約５６０ｍに開いた水域’（以下「漁船間隔が

開いた水域」という。）を認め、その間を船長Ａが考えた距離（以下

「船長が独自に考えた距離」という。）を維持しながら北東進すれば

目的地の和歌山下津港に直行できると判断した。 

船長Ａは、０９時２５分ごろ漁船間隔が開いた水域の南側を北進し

ていたＢ船の船首方に向けて右舵を取り、約１１.５kn の速力を維持
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した状態で漁船間隔が開いた水域を北東進した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船レーダー映像（右転直後） 

 

船長Ａは、漁船間隔が開いた水域内で船長が独自に考えた距離を維

持しながらＢ船の船首方に向けて航行していたが、ほぼ船首方に視認

していたＢ船が左転したのを認め、船長が独自に考えた距離を維持す

る目的で一旦右舵２０°とした後に右舵一杯を取った。 

船長Ａは、０９時３４分ごろ船首楼配置の甲板長からＢ船の引き綱

がバルバスバウに接触した旨の連絡を受け、その後Ｂ船が左舷船首部

付近で転覆したことを知った。 

船長Ａは、直ちに左舵を取り、左転して本事故発生海域付近に戻

り、機関を停止した後、本事故の発生を海上保安庁に通報するととも

に、海上保安庁の指示でＡ船のレスキューボートを降下させてＢ船乗

組員の救助活動に当たらせた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、底引き網漁の目的で１０

月２日０３時００分ごろ紀伊水道中央部の漁場に向けて和歌山県有田
あ り だ

市箕島
みのしま

漁港を約１００隻の僚船と共に出港した。 

Ｂ船は、０４時２０分ごろから漁ろう中の漁船を示す鼓形形象物を

掲げて操業を開始した。 

Ｂ船は、僚船約４０隻と共に第１回目の操業を紀伊水道の北方に向

かって、第２回目の操業を南方に向かってそれぞれえい
．．

網し、０９時

００分ごろ船長Ｂが操船に当たり、甲板員Ｂが前部甲板で漁獲物の選

別及び箱詰め作業を行いながら北方に向かって第３回目のえい
．．

網を開

始した。 

甲板員Ｂは、０９時２０分ごろ漁獲物の選別及び箱詰め作業を終え

た際、Ａ船を初認し、その後操舵室に向かい、操舵室左舷側で操船に

当たっていた船長Ｂと交替し、船長Ｂが操舵室右舷側で見張りに当 

Ａ船 

本件小型船群 

Ｂ船 

漁船間隔が開いた水域
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たった。 

甲板員Ｂは、０９時３３分ごろ左舷船尾方から接近するＡ船に気付

き、衝突のおそれを感じて左舵一杯とした。 

船長Ｂは、Ａ船が左舷側に傾斜しながら接近する状況を認め、黄色

の回転灯を点灯したが、０９時３４分ごろＢ船が両舷から伸出してい

た引き綱とＡ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、左舷側に傾斜するとともにＡ船に引き寄せられる途中で左

舷側に転覆し、両舷の引き綱が切れた。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、転覆時、操舵室にいたが、開いていた両舷

の引戸からそれぞれ脱出して海面に浮上した。 

転覆したＢ船の右舷側に浮上した船長Ｂは、約１ｍ背後をＡ船が通

り過ぎていくのを認めた。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、Ｂ船の両舷側にあった排水口に手を掛けて

救助を待った。 

Ｂ船の右舷船首方（０１時方向）５００ｍ付近でえい
．．

網していた僚

船（以下「Ｃ船」という。）は、揚網に備えて後部甲板にいた船長

（以下「船長Ｃ」という。）がＢ船の転覆を目撃し、直ちに揚網作業

を行ってＢ船の救助に向かい、甲板員Ｂが接近したＣ船に自力ではい

上がり、その後、甲板員Ｂ、船長Ｃ及びＣ船の甲板員３人で船長Ｂを

救助した。  

船長Ｃは、所属する漁業協同組合に救急車の手配を依頼し、箕島漁

港に帰港した。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、待機していた救急車によって病院に搬送さ

れ、甲板員Ｂが両下肢打撲傷と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真２ Ａ船、写真３ Ｂ船（本事故後） 参照） 

 その他の事項 Ａ船の喫水は、船首が９.５０ｍ、船尾が９.８２ｍであった。 

船長Ａは、船長として約２９年の経験を有していたが、和歌山下津

港への寄港は初めてであった。 

船長Ａは、Ａ船の代理店から錨泊地付近で操業する２そう引きのし
．

らす
．．

漁漁船に関する資料（以下「本件資料」という。）を受領してい

たが、本件小型船群がたちうお
．．．．

漁漁船で本件資料に示されていた漁網

の位置を示すブイを取り付けていなかったので、本件小型船群を初認

した際、漁船群としての認識はなく、本件小型船群が表示していた漁

ろう中の漁船を示す鼓形形象物を確認していなかった。 

船長Ａは、本事故当時、漁船間隔が開いた水域であれば、過去の経

験から本件小型船群の間を安全に通過することができると思い、危険

な見合い関係になれば、小型船がＡ船を避航してくれると思ってい

た。 

本件小型船群の北方海域には、本事故当時、南北方向に１.５Ｍほ
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ど船舶が航行していない海域があった。 

船長Ａは、本事故発生前、Ｂ船がＡ船を避航してくれることを期待

して自ら汽笛を吹鳴していた。 

船長Ａは、甲板長からＢ船が転覆したとの連絡を受けるまで、本件

小型船群が漁船群だとは思っていなかった。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、Ａ船を初認した際、Ａ船が本件小型船群の

間を通過するとは思っていなかったので、Ａ船に対する動静監視が十

分ではなかったと本事故後に思った。 

Ｂ船が行う底引き網漁は、本事故当時、たちうお
．．．．

が主な漁獲対象魚

で、季節とともに密集した魚群が移動する関係で、各漁船のえい
．．

網位

置は横方向の船間距離が２０～３０ｍ、縦方向が４００～５００ｍ離

して数十隻の漁船が同一方向にえい
．．

網し、同時刻に揚網した後、方向

転換を行って再び紀伊水道を南北にえい
．．

網するものであった。 

Ｂ船は、本事故当時、マストに取り付けられたヤリダシと称する約

４ｍの鉄製の棒（以下「張出し棒」という。）を船縁から約２ｍ両舷

正横に張り出し、引き綱のワイヤ（径約１１mm）を約３５０ｍ伸出さ

せ、約２.３kn の速力で水深約７２ｍの海底をえい
．．

網していた。（図１ 

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船が行う底引き網漁（板引き網漁） 

 

Ｂ船の張出し棒は、ほぼ船体中央部の海面から約３.０ｍの高さに

あり、本事故後、右舷側の張出し棒がマストとの取り付け部から約

１.５ｍのところで折れ曲がって上方に跳ね上がった状態で、左舷側

の張出し棒が操舵室左舷側で舷外下方に倒れた状態がそれぞれ確認さ

れた。 

Ａ船は、Ｂ船の船尾端から約５０ｍ以内のところを通過していた。 

Ｂ船及びＢ船の僚船の乗組員は、Ａ船の汽笛が聞こえなかった。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、ふだんから救命胴衣を着用していなかっ

た。 

張出し棒 

マスト 

引き綱 

水深約７２ｍ 

板引き網 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、紀伊水道を北東進中、船長Ａが、船長が独自に考えた距離

を維持してＢ船の船尾方を通過すれば漁船間隔が開いた水域を問題な

く通過できると思い、Ｂ船の船尾方に向けて航行を続けたことから、

えい
．．

網中のＢ船の引き綱と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、本件小型船群が漁船群だとは思っていなかったことか

ら、船長が独自に考えた距離を維持すればＢ船の船尾方を通過できる

と思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、紀伊水道を北進中、甲板員Ｂが本件小型漁船群の間をＡ船

が通過するとは思わなかったことから、Ａ船の接近に気付くのが遅

れ、Ｂ船の引き綱とＡ船の船首部とが衝突したものと考えられる。 

甲板員Ｂは、本件小型漁船群が集団で操業していたことから、Ａ船

が本件小型漁船群の間を通過するとは思わなかったものと考えられ

る。 

原因 本事故は、紀伊水道において、Ａ船が北東進中、Ｂ船がえい
．．

網しな

がら北進中、船長Ａが、船長が独自に考えた距離を維持してＢ船の船

尾方を通過すれば漁船間隔が開いた水域を問題なく通過できると思

い、Ｂ船の船尾方に向けて航行を続け、また、甲板員Ｂが、Ａ船が本

件小型漁船群の間を通過するとは思わず、Ａ船の接近に気付くのが遅

れたため、Ａ船とＢ船の引き綱とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、前路に小型船を認めた際、経験に基づいた操船

方法に頼らず、ＡＩＳのデータ、形象物及び小型船から伸出され

ている索の有無等から船種を確認し、不用意に小型船に接近しな

いこと。 

・操船者は、常時、周囲の見張りを継続して行い、接近する船舶の

動静監視を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県 

下津沖ノ島灯台 

本事故発生場所 

（令和４年１０月２日  

０９時３４分ごろ発生） 

本事故発生場所 

（令和４年１０月２日  

０９時３４分ごろ発生） 
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引
き
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網 

紀伊水道 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

07:00:09 033-41-38.2 134-47-13.4 038 040.5 12.1 

07:14:57 033-43-49.1 134-49-30.4 039 042.0 11.9 

07:29:58 033-46-05.5 134-51-39.2 038 039.9 11.7 

07:44:57 033-48-08.2 134-54-07.8 047 046.1 11.6 

07:59:59 033-50-07.1 134-56-35.4 047 046.3 11.4 

08:04:58 033-50-48.8 134-57-17.8 015 014.9 10.4 

08:09:58 033-51-42.0 134-57-32.4 012 010.9 11.2 

08:19:59 033-53-35.8 134-57-35.4 358 357.5 11.5 

08:29:58 033-55-30.8 134-57-29.7 358 358.0 11.5 

08:39:58 033-57-25.4 133-57-21.8 355 356.5 11.4 

08:49:57 033-59-19.6 134-57-12.8 356 356.5 11.4 

08:59:57 034-01-14.8 134-57-09.1 357 358.6 11.5 

09:09:57 034-03-09.2 134-57-03.0 357 356.9 11.6 

09:14:58 034-04-08.2 134-56-59.2 357 356.7 11.7 

09:19:58 034-05-07.1 134-56-57.2 359 358.7 11.8 

09:20:59 034-05-19.0 134-56-56.9 359 358.9 11.8 

09:21:59 034-05-30.7 134-56-56.2 359 355.3 11.7 

09:22:59 034-05-42.4 134-56-55.4 001 358.0 11.6 

09:23:59 034-05-54.0 134-56-55.2 002 359.2 11.6 

09:24:59 034-06-05.6 134-56-55.2 012 001.5 11.5 

09:25:59 034-06-16.4 134-56-58.3 024 019.3 11.0 

09:26:59 034-06-26.5 134-57-03.6 025 024.9 11.0 

09:27:59 034-06-36.5 134-57-09.1 029 024.7 11.1 

09:28:58 034-06-46.2 134-57-15.6 031 029.4 11.2 

09:29:58 034-06-55.6 134-57-22.5 033 031.7 11.2 

09:30:58 034-07-05.2 134-57-30.2 035 035.2 11.4 

09:31:58 034-07-14.5 134-57-38.2 035 035.7 11.4 

09:32:58 034-07-23.7 134-57-46.3 035 035.7 11.5 

09:33:55 034-07-31.9 134-57-54.0 067 045.8 10.9 

09:34:58 034-07-35.7 134-58-05.9 083 078.5 10.0 

09:35:58 034-07-36.7 134-58-17.3 079 082.3  9.3 

09:36:58 034-07-37.9 134-58-27.9 081 082.3  8.6 

09:37:58 034-07-38.8 134-58-37.6 079 082.8  8.1 

09:38:59 034-07-40.0 134-58-47.1 081 080.9  7.5 

09:39:59 034-07-40.9 134-58-55.5 080 085.4  7.1 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、船首

から１４４ｍ、船尾から２５ｍ、左舷から１９ｍ、右舷から８ｍであった。 
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写真２ Ａ船 

 
 

 

写真３ Ｂ船（本事故後） 

 


